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１ 策定方針 

 

(1) 策定の趣旨 

 

県では、情報通信技術を活用して豊かな県民生活と活力ある地域社会を実

現するため、情報通信技術に関わる総合指針として 2002 年 3月に「あいち

ＩＴアクションプラン」を策定し、情報通信基盤の整備を中心に施策展開を

進めてきました。 

その後、2007 年 3 月には、第二次となる「あいちＩＴプラン 2010」を、

2011 年 12 月には、第三次となる「あいちＩＣＴアクションプラン 2015」を

策定し、次の 5 つの取組を中心に、施策展開を進めてきました。 

①クラウドをベースとした業務システムへの進化 

②暮らしに役立つ行政サービスへの進化 

③デジタルコンテンツで加速する地域ブランディングへの進化 

④モノづくりの高付加価値化を支える情報通信産業への進化 

⑤信頼のおける情報通信社会への進化 

しかしながら、進展が著しい情報通信技術の分野では、クラウドコン

ピューティングやスマートフォン、ソーシャルメディアなど、近年、ＩＣＴ

を取り巻く環境は目覚しい進化を遂げており、従来の情報通信基盤の整備を

中心とした段階から、ビッグデータに代表されるデータインフラの時代に移

行しています。 

国の策定した「世界最先端 IT 国家創造宣言」においても、「データ」は今

後の新たな資源として位置付けられ、データとしての IT の利活用こそが、

経済成長や現状の課題解決につながるものであり、分野・領域を超えた「デー

タ」の収集・蓄積・融合・解析・活用が、新たな付加価値の創造、産業構造・

社会生活にイノベーションを可能とする社会の構築につながるものとして

期待されています。 

こうしたＩＣＴ環境の、急速かつ大きな変化に的確に対応し、県が戦略的

に展開する施策をＩＣＴの利活用で達成していくため、「あいちＩＣＴ戦略

プラン 2020」を策定することとしました。  

１ 策定方針 

(1) 策定の趣旨 



5 
 

(2) 位置付け 
 

・「あいちＩＣＴ戦略プラン 2020」は、地域づくりの新たな方向性を示すため

に 2014 年 3 月に策定された「あいちビジョン 2020」の個別計画です。 

・2020 年の「めざすべき愛知の姿」の実現に向けた取組、地域の諸課題に対

して、最新のＩＣＴの技術を積極的に活用していくための、ＩＣＴに関する

総合指針として策定するものです。 

・このプランに位置付けた「重点的に展開する施策」については、分野別に策

定される個別計画の施策などと連携を図りながら、県全体が一体となって具

体化を目指していきます。 

・「官民データ活用推進基本法」（平成 28年法律第 103号）に基づき策定する

「愛知県官民データ活用推進計画」は本計画の一部として別に定めるものと

します。 

 

(3) 計画の期間 

 

・2016 年度（平成 28 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）までの 5 年間 

 

(4) 基本的な考え方 

 

県では、リニア中央新幹線開業後の 2030 年頃を展望し、2020 年までに取り

組むべき重点的な戦略を明らかにした「あいちビジョン 2020」を 2014 年 3月

に策定しています。「あいちビジョン 2020」では、「リニアを生かし、世界の中

で存在感を発揮する中京大都市圏」、「日本の成長をリードする産業の革新・創造

拠点」、「安心安全で、誰もが夢と希望を抱き、活躍する社会」を目指した主要な

政策の方向性を示しています。これを受け、「しなやか県庁創造プラン（愛知県

第六次行革大綱）」、「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「あいち重点政

策ファイル 300 プラス 1」などにおいて、2020年の「めざすべき愛知の姿」の

実現に向けた取組が示されています。 

一方、近年では、“データ社会の到来”が謳われ、あらゆるものがデジタル化・

ネットワーク化され、経済社会に係る全ての活動の状況がデータとして捉えら

(2) 位置付け 

(3) 計画の期間 

(4) 基本的な考え方 



6 
 

れるような時代となっています。集められた多量、多様のデータの活用を通じて、

道路交通分野、農業分野、エネルギー分野等に限らず、様々な分野での活用が期

待されており、この進展が著しいＩＣＴの技術を、地域の課題解決に向け、行政

運営にも活かしていくことが求められています。 

この「あいちＩＣＴ戦略プラン 2020」は、これら県のビジョン・戦略等に示

された、地域の諸課題に対して、最新のＩＣＴの技術を積極的に活用することで

「あいちビジョン 2020」の「めざすべき愛知の姿」の実現を支えていくことを

基本方針とし、各計画で定めた具体的な目標の達成を支援することで、「日本一

の元気を暮らしの豊かさに」の実現を目指しています。 

また、サブタイトルは、あいちに暮らす人と人、県外・国外などいろいろな地

域の人々ともＩＣＴでつながるように、また、あいちを訪れ交流を深めていただ

けるように、「ＩＣＴで人と地域がつながる元気なあいちを実現します」として

います。 
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２ 検討の視点、戦略の方向性 
本県が取り組むべき 4 つのテーマが抱える課題について、最新のＩＣＴの活

用による課題解決を図るため、戦略的に施策を展開していきます。 

この戦略的取組の前提となる「データ社会への対応」についても併せて整理し

ています。 

 

Ⅰ 観光・交流拡大 
 

今後、急速な人口減少・高齢化が見込まれる一方、リニアインパクトを最

大限に受け止め、国内外から人を呼び込み交流人口を拡大することで、地域

を活性化し、新たな産業や雇用の創出につなげることが求められています。

訪日外国人旅行者数の大幅な増加や、2019 年のラグビーワールドカップ、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、2027年度の

リニア開業を念頭に、本県の魅力を国内外に発信し、誘客促進を図っていく

必要があります。 

県では、2015年を「あいち観光元年」として、観光を新たな戦略産業とし

て位置付け観光局を新設して強力に進めています。より多くの人々が国内外

から訪れていただけるよう、地域の多様な魅力を磨き上げ、スポーツ大会な

どに関する情報とともに広く国内外に発信することで誘客を図り、交流を拡

大することで地域の元気につなげていきます。 

その際、ＩＣＴの活用により人々が求めている情報の収集・分析を通じて、

ターゲット毎に最適な情報を的確に発信できるよう、各種メディア等との連

携も行っていきます。 

 

Ⅱ 産業革新 

 

日本の「産業首都」として、引き続きわが国の産業・経済を牽引していく

ためには、研究開発機能の強化により、産業を支える革新的技術を他の追従

を許さないレベルに引き上げ、付加価値を高めていくとともに、新たなイノ

２ 検討の視点、戦略の方向性 

Ⅰ 観光・交流拡大 

Ⅱ 産業革新 
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ベーションを継続的に創出していくことが欠かせません。県では、基金を設

けて支援を行うことで、次世代自動車を中心とした自動車産業の高度化や、

航空・宇宙産業の更なる発展、ロボット産業の振興を図り、この地域の強み

であるモノづくり産業に関連するＩＣＴ関連製造業、ＩＣＴ・芸術系大学等

の集積などを活用して、モノづくりの競争力を高めることで、新たな産業の

創出につなげていきます。 

また、ビッグデータを相互に結び付け、活用することにより、県、民間企

業、大学などの協働した新サービスの創造などを通じて、イノベーションが

創出される社会の実現を目指していきます。 

また、農林水産業やサービス業の分野についても、最新のＩＣＴの活用に

より、競争力を高めていくよう、成長を促し強力に進めていきます。 
 

Ⅲ 暮らし安心・安全 

 

社会生活の基盤となったＩＣＴを防災・防犯、医療、教育など、県民の暮

らしに役立て、「暮らしの豊かさ」に繋げていくことが重要となっています。 

この地域の将来に向け、人口を維持し、暮らしやすい環境を守るため、南

海トラフ地震や風水害等への対策、高齢者や女性・子どもへの防犯対策など

には、迅速かつ細やかな情報伝達が必要です。また、交通事故死者数を減少

させるための安全対策とともに、健康な高齢者を増やす取組など、超高齢社

会に向けた対応も必要です。更には、人口減少や高齢化の進展による地域間

活力の差の拡大への懸念や、女性の活用の場の拡大が求められるなど様々な

地域課題があります。こうした課題に対し最新のＩＣＴを活用して取り組ん

でいきます。 
 

Ⅳ ＩＣＴ基盤強化 

 

クラウドの普及、マイナンバー制度の導入、増大するサイバー攻撃への脅

威などＩＣＴ環境が大きく変化しています。この変化に適切に対応するとと

もに、ＩＣＴを活用し情報基盤のより一層、効果的・効率的な運営が求めら

れています。このため、自治体クラウドの推進やマイナンバー制度の導入等

を契機とした業務プロセスの改善などに際して、セキュリティを確保しつつ、

Ⅲ 暮らし安心・安全 

Ⅳ ＩＣＴ基盤強化 
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最新のＩＣＴを生かした効率的な情報システムを確立することで、行政コス

トの低減や業務の改善を図っていきます。 
 

Ⅴ データ社会への対応 
 

近年、世界的な規模で急速に進展・浸透するＩＣＴ環境や、ビッグデータ

やＳＮＳの利用拡大に代表されるデータ社会の到来、クラウドの普及、マイ

ナンバー制度の導入等、ＩＣＴを取り巻く環境は大きく変化しています。 

今後ますます急速に進行する「データ社会」に対応するため、行政が保有

する統計情報などの様々なビッグデータや民間企業・大学などの研究機関等

が保有するビッグデータなどの分析・解析結果を、県の計画の策定や施策の

立案など、行政運営にも活用していくことに取り組んでいきます。 

また、進化するＩｏＴへの対応を見据え、新たな産業創出に役立てるよう、

県が保有するデータを広く公開するオープンデータを推進していきます。 

Ⅴ データ社会への対応 
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戦略の方向性のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

データ社会への対応 

ＩｏＴへの対応 
生活・産業の利便性向上 

データの活用しやすい環境の整備 

分

野

別

の

戦

略 

 

「あいちビジョン 2020」の「めざすべき愛知の姿」の実現を 

ＩＣＴを活用して支えていきます。 
 
 

ビッグデータの活用 
行政・民間等で保有・活用 

オープンデータの推進 
革新的な新産業・新サービスの 

創出 

Ⅰ観光・交流拡大 

●観光振興の推進 

“ Heart ” of JAPAN ～

Technology & Tradition を

キャッチワードに、訪日外

国人旅行者を始め、多くの

人が訪れ、滞在してもらえ

る地域をめざす。 

・あいちの魅力を磨き上

げ、地域ブランドの形成に

努めるとともに、来訪者の

ニーズに応じた情報提供

など、あいちファンの獲得

に向け継続的な情報発

信。 

・無料公衆無線 LAN（Wi-

Fi）等、外国人旅行者の受

入れ環境の整備。 

●スポーツ大会・映
画等ロケ誘致促進 

全国・世界に打ち出せるス

ポーツ大会の招致・育成や

「フィルムコミッショ ン」を通

じたロケの誘致により、国

内外から人を呼び込み交

流人口を拡大させ、地域を

活性化させる。 

●モノづくり産業
の競争力の更なる

進化 
日本の「産業首都」の中枢

性をさらに高める。 

・医療・介護など新たなロ

ボット産業の推進。 

●農林水産業の競

争力の強化 
新技術の導入による生産性

の向上、流通・販売面での

取組の推進により競争力を

強化していく。 

・高度な環境制御が可能な

「あいち型植物工場」などの

スマート農業の推進。 

●ＩＣＴの新たなビ
ジネスモデルの開発 

「あいちベンチャーハウス」で

の創業・ベンチャー企業支援

を通じ、新たなビジネスモデ

ルの開発・普及の促進、ＩＣＴ

人材や産業の育成を目指

す。 

●災害や犯罪に負
けないまちづくり 
ＩＣＴを活用し、災害や犯罪に

負けない、強靭な県土・安全

なまちづくりを実現する。 

●ＩＴＳ・交通対策
の推進 
安全な交通環境を実現し、
交通事故を減少させる。 
・安全運転支援システムの
研究支援。 

● 女性の活躍促
進・子育て支援 
多様で柔軟な働き方を実
現する。 
・ワーク・ライフ・バランス
の推進。 

 

●学ぶ楽しさ・生
涯学習の実現 
教育現場でＩＣＴ機器を活

用し、分かりやすく理解が

深まる授業を実施する。ま

た、生涯学習を推進する。 

●業務の効率化 
 

クラウドシステム・マイナン

バー制度・各情報システ

ムなどセキュリティを確保

しつつ、業務の合理化に

向け、取組を進める。 

 

・庁内各システムの庁内

クラウドへの統合の推進 

・社会保障・税番号制度

（マイナンバ―制度）を支

える基盤の整備 

・マイナンバーの活用によ

る各業務プロセスの改善 

・情報システムの活用拡

大、調達の最適化による

事務効率化 

データを基盤とした社会 情報セキュリティの確保 

Ⅳ ICT基盤強化 Ⅲ暮らし安心・安全 Ⅱ産業革新 

●健康長寿あいち

の実現 
医療の充実や地域包括ケ

アシステムにＩＣＴを活用す

る。 

・在宅医療連携システムの

導入支援。 
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３ 重点的に展開する施策 

 

Ⅰ…観光・交流拡大 

 

1-1 観光振興の推進 

 

【現状と課題】 

・2027 年度のリニア中央新幹線の東京都‐名古屋市間の開業は、わが国の国

土構造に大きな変化をもたらすものであり、首都圏から中京圏に及ぶ５千

万人規模の大交流圏が形成されることとなります。その西側の拠点として

の強みを最大限活用しながら、都市機能、生産機能、交通基盤などのさらな

る充実・強化を図り、国内外から人・モノ・カネ・情報が集まり、活発な活

動が展開される「中京大都市圏」の実現を目指していく必要があります。 

・県では「あいち観光元年」を掲げ、2020 年東京オリンピック及び 2027年

度リニア開業を見据えて観光振興を行っていますが、まだ本県特有の観光

資源を活かしきれていない状況にあります。 

・地域ブランドを形成し、あいちファンの増加につなげるためには、本県固

有の観光資源や文化・芸術・特産品などを、Webサイト、ＳＮＳ、テレビ

など多様な媒体を活用することにより、より充実した広報活動を実施する

必要があります。 

・多くの外国人に対して本県観光地のＰＲを行うには、Webサイト、ＳＮＳ、

動画、電子パンフレットなどを用いて多言語での情報発信が求められてい

ます。 

・外国人旅行者は、旅行中の情報入手手段としてモバイル端末を利用してお

り、Wi-Fi などインターネット環境の整備が求められています。 

・季節に応じたイベント・祭り情報を発信することは重要であり、交通量の

多いＳＡやＰＡにおいてデジタルサイネージ（電子掲示板）を利用した情

報発信を行い、沿線地域の観光情報を発信することで、観光客誘致促進を

図ることができます。 

・三河山間地域の五平餅や鮎などのグルメや、花祭を始めとする伝統文化、

３ 重点的に展開する施策 

Ⅰ 観光・交流拡大 
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茶臼山などの大自然といった都市部にはない魅力について、Webサイト、

ＳＮＳなどを活用して、より多くの人にＰＲしていく必要があります。 

・陶磁美術館所蔵資料の膨大なデータを県民に公開することは、事業への理

解を促すとともに、やきもの文化の振興においても効果が期待できます。 

・スマートフォンに対応した Webページや制作した動画の公開など、スマー

トフォンユーザー向けのコンテンツを効果的に配信する必要があります。 

 

【施策の展開】 

（Web サイト、ＳＮＳによる観光関連情報の充実） 

・2020 年東京オリンピック及び 2027 年度リニア開業を見据えた観光振興

のため、「“Heart”of JAPAN ～ Technology ＆ Tradition」を掲げ、国内

外へあいちの魅力を伝えるため、ＳＮＳを活用（日本語、英語、中国語）し

た情報発信を行っていきます。（振興部） 

・2013 年度に開設したタイ語の Web サ

イトやＳＮＳを活用し、本県の魅力を

発信するなど、タイにおける本県の知

名度の向上、来訪者の増加を図ってい

きます。（政策企画局） 

・本県の魅力ある観光地を国内外に紹介

するため、一般社団法人愛知県観光協

会が運営する「Aichi Now」を核とし、

ＳＮＳや公式ガイドマップなどと連動

した訴求力のある観光情報 Webサイト

の充実を図っていきます。（振興部） 

・より多くの外国人に対して本県観光地

の魅力をＰＲするため、観光パンフ

レットの新規作成及び内容改定にあわ

せて、県公式 Webサイト「ネットあい

ち」及び中部広域観光推進協議会 Webサイトに掲出している情報について

も最新のものとし、情報の充実を図っていきます。（振興部） 

・三河山間地域の五平餅や鮎などのグルメや、花祭を始めとする伝統文化、

茶臼山などの大自然といった都市部にはない魅力をより効果的かつ多くの

人々に発信するため、デジタルサイネージやＳＮＳ、Webページを活用し、

三河山間地域の魅力やイベントの情報発信を継続して行うとともに、情報

を受信できる通信環境の整備を引続き行うことで、三河山間地域の振興を

 



13 
 

図っていきます。（振興部） 

・本県の三河湾の島々の魅力を伝えるため、三河湾の島々とそのゲートウェ

イである知多半島・三河地域の魅力を Webサイトを始め、各種メディア（Ｔ

Ｖ、ちらし、ポスター、デジタルサイネージ）やイベント等を活用し発信す

ることで、離島及びその周辺地域の振興を図っていきます。（振興部） 

・本県の魅力を国内外へ広く伝えるため、フィルムコミッションを始め、ター

ゲットや手法等に工夫を凝らした動画の制作やＳＮＳを活用するなど、効

果的な情報発信を行うとともに、各種広報媒体の多言語化を行うことで、

本県への誘客を促進していきます。（振興部） 

・空港利用者の利便性向上のため、Webサイトを活用し、就航情報・空港ま

でのアクセス等の情報を提供するとともに、空港を玄関とした観光地等の

情報を動画配信サイトやＳＮＳを活用し、発信していきます。（振興部） 

・全国にいる幅広い層の「やきものファン」の来館を促していくため、所蔵品

紹介をスマートフォンサイトのトップページで行ったり、来館が困難な県

民に対しても陶磁文化の普及促進を図るため、動画の配信などのコンテン

ツ更新を行っていきます。（県民生活部） 

・農林水産業に親しんでもらえる環境を提供するため、Webサイト「あいち

の都市・農村交流ガイド」などを通じて、グリーンツーリズム・ベイツーリ

ズムの普及・情報発信を行っていきます。（農林水産部） 

・伊勢湾・三河湾の海の幸を生かしたグルメ情報など、安心でおいしい県産

農林水産物の魅力を伝えるため、ＳＮＳや Webサイトを活用して広く情報

発信を行っていきます。（農林水産部） 

・東三河地域の魅力を発信して

いる、東三河県庁のポータルサ

イト「穂っとネット東三河」の

認知度を高めるため、「穂っと

ネット東三河」のフェイスブッ

クにおいて東三河に関連する

情報（市町村、観光協会等）を

シェアするなどし、東三河地域

の情報に関心のある人を「穂っ

とネット東三河」へ誘導し、東

三河地域の振興を図っていき

ます。（東三河総局） 
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（外国人旅行者の受入環境整備） 

・観光を新たな戦略産業とし、

2020 年に本県を訪れる人数を

5,000 万人、このうち外国人を

400 万人とすることを目指して

います。このため、外国人旅行

者のニーズの高い、無料公衆無

線 LAN（フリーWi-Fi）の整備

を通じ、訪日外国人旅行者のイ

ンターネット環境の利便性を

向上させます。受入環境の整備

として、民間観光施設、宿泊施

設に対する、無料公衆無線 LAN

環境の整備を促進していきま

す。また、無料公衆無線 LANに

接続した際につながるトップ画面を活用して、観光ＰＲを行っていきます。

（振興部） 

 

（文化・芸術の情報発信） 

・愛知県体育館で始まった「ピンポン外交」の歴史的な意義と友好平和のメッ

セージを紹介する「ピンポン外交記念モニュメント」について、卓球が盛ん

な中国を始めとする国内外の人々に向けて、Webサイトや動画を用いて情

報発信していきます。（政策企画局） 

・陶磁美術館の魅力と作品の紹介を行うため、陶磁美術館の所蔵資料に関す

るデータを集積する「愛知県陶磁美術館所蔵品データ管理システム」で、よ

り詳細なデータを集積していくとともに、システムから Web上に魅力ある

作品の情報を公開していくことを検討していきます。（県民生活部） 
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1-2 スポーツ大会・映画等ロケ誘致促進 

 

【現状と課題】 

・世界的な都市圏間競争の中で存在感を発揮できる中京大都市圏を実現して

いくためには、国内外から人を惹きつける魅力やその発信が不可欠です。

しかし、本県は、わが国でも有数の産業力や経済活力を誇りながら、それが

地域の良好なイメージや都市としての魅力に必ずしも結びつけることがで

きていないため、スポーツ大会や文化芸術イベントなどの誘致に取り組み、

地域の活性化にもつなげていくことが必要となっています。 

・Webサイト、フェイスブック、ツイッター「あいスポ」や、フリーマガジ

ン「aispo!」などにより本県のスポーツ大会情報等を発信していますが、Web

サイトの閲覧者数やフェイスブック、ツイッターの登録者数を更に増やし

ていく必要があります。 

・「あいちスポーツコミッション」の Web サイトにより、県内スポーツ施設

等の情報発信を行っていますが、今後更に内容の充実を図る必要がありま

す。 

・本県では、映画やドラマなどの撮影誘致を行うため、「愛知県ロケ地情報デー

タベース」において、ロケ地情報の発信を行っています。また、「愛知県フィ

ルムコミッション協議会」の Webサイトを利用して、ロケの誘致を行って

いますが、まだ認知度が低い状況にあり、高めていく必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（スポーツ大会・合宿等の誘致） 

・スポーツ大会などへの参加者・観戦者の利便性の向上のため、Webサイト、

フェイスブック、ツイッター「あいスポ」による情報発信を強化し、スポー

ツ大会やプロスポーツ、実業団スポーツなどの情報を全国に向けて発信し

ていきます。また、豊田市で開催されるラグビーワールドカップ 2019につ

いても Web サイトなどを活用し、盛り上げを図っていきます。（振興部） 

・「FIFA フットサルワールドカップ 2020」など、全国・世界に打ち出せるス

ポーツ大会を招致・育成するため、Webサイト「あいちスポーツコミッショ

ン」を充実させていきます。また、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の競技招致や合宿誘致についても、Webサイトを活用しながら、

取り組んでいきます。（振興部） 
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・「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」・「新城ラリー」・「アイアンマン

70.3 セントレア知多半島ジャパン」などの開催にあたり Webサイトなどを

活用し、盛り上げを図っていきます。（振興部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（映画やドラマなどの撮影誘致） 

・映画やドラマなどの撮影誘致や、県内で撮影された映画等のロケ地を紹介

するページの充実を図ります。また、ロケ地を観光資源として活用するた

め、ロケ地を訪れるファンを対象に、「ロケ地マップ」などを通して、この

地域の魅力を発信していきます。（振興部） 

・映画やドラマなどの撮影の誘致を行うとともに、ロケ地を訪れるファンを

対象に情報を提供するため、ロケ地紹介 Web サイトを掲載した、愛知県

フィルムコミッション協議会のWebサイトを運営していきます。（振興部） 

 

（大規模イベントの誘致・開催） 

・第 31 回国民文化祭・あいち 2016 及び第 16 回全国障害者芸術・文化祭あ

いち大会の開催に向けて、開催を広く紹介するため、大会の公式 Webサイ

ト、ＳＮＳなどを活用して広報を行っていきます。（県民生活部、健康福祉

部） 

・3 年に 1 度、本県で開催する国内最大級の国際的な現代アートの祭典「あ

いちトリエンナーレ」の開催情報を、公式 Web サイト、動画配信サイト、

SNS を活用して発信していきます。（県民生活部）                                                                                           
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1-3 情報発信力の強化 

 

【現状と課題】 

・愛知県の魅力を全国に発信するために、地域情報を発信している企業の

Web サイトと連携した情報発信を進めていくなど、民間の広報媒体を活用

することで、情報発信力強化を図る必要があります。 

・県民によりわかりやすく県政情報を発信するため、動画を活用した広報に

ついて更に充実させる必要があります。また、動画配信サイトなどＩＣＴ

を活用した新たな広報媒体の活用方法について検討していく必要がありま

す。  

・コンテンツをより多くの県民に利用してもらうため、各コンテンツの閲覧

者と傾向が似ている Web サイトなどとのリンクを強化し、バナーや QR

コードなどを提供していく必要があります。 

・ニュースの 24時間インターネット配信など、報道機関による情報発信の変

化に対応するよう、迅速な記者発表に取り組んでいます。 

 

 

【施策の展開】 

（「ネットあいち」を始めとする、Web サイトの活用） 

・広報活動の充実のため、県広報テレビ番組、ラジオ番組の一部について、放

送終了後、「ネットあいち」で配信し、見逃した視聴者等への情報提供を図っ

ていきます。（政策企画局） 

・県民によりわかりやすく県政情報を発信するため、動画を定期的に掲載す

ることで、あいちインターネット情報局の充実を図っていきます。（政策企

画局） 

・県の行う広聴活動についての認知度向上のため、広聴活動により得た県政

への意見や、その対応状況を「ネットあいち」へ掲載する等、引き続きイン

ターネットを活用した広聴活動を実施していきます。（政策企画局） 

・地域の知名度向上、魅力ある地域特産品の販売増加のため、民間企業の提

供する Webサイトなどと連携して、地域情報の発信を行っていきます。（振

興部） 

・「愛知ブランド企業」の活躍を広く知ってもらうため、専用 Web ページを

運営し、活動状況などを発信していきます。（産業労働部） 
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（デジタルサイネージなど多様なメディアの活用） 

・三河湾の島々の魅力を伝えるため、三河湾の島々とそのゲートウェイであ

る知多半島・三河地域の魅力を各種メディア（ＴＶ、ちらし、ポスター、デ

ジタルサイネージ）やイベント等を活用して発信していきます。（振興部） 

・観光客誘致促進を図るため、「愛知県と中日本高速道路株式会社との連携協

力に関する包括協定」に基づき、中日本高速道路株式会社のＳＡやＰＡに

設置されたデジタルサイネージ（電子掲示板）を通じて、観光情報を発信し

ていきます。（政策企画局・振興部・建設部） 

・多様な媒体を活用することにより、より充実した広報活動を実施するため、

テレビのデータ放送により県政情報を提供していきます。（政策企画局） 

・県民に速やかに情報を伝え、広報活動の充実を図るため、ユーストリーム

及びユーチューブを活用して、知事記者会見の動画配信を行っていきます。

（政策企画局） 

・県民に速やかに情報を伝え、広聴活動の充実を図るため、ユーストリーム

及びユーチューブを活用して、知事と語る会の配信を行っていきます。（政

策企画局） 

・県民によりわかりやすく情報を伝えるため、報道機関の要請に応じて、画

像等デジタルデータを提供するなど、広報活動の充実を図っていきます。

（政策企画局） 

・デジタルサイネージ等の活用により、観光案内所、案内看板、観光施設の多

言語表示の取組を促進していきます。（振興部） 
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Ⅱ 産業革新 

 

2-1 モノづくり産業の競争力の更なる進化 

 

【現状と課題】 

・本県のモノづくり産業は、自動車産業が紡織機産業からはじまり、セラミッ

クス産業が窯業から発展したように、時代の変遷に応じて、業態や主力製

品を変化させながら、高度な発展を遂げてきました。こうした自己革新力

の高さを生かして、次世代自動車を中心とした自動車産業の高度化や、日

本一の集積を誇る航空宇宙産業の更なる発展に加え、環境、新エネルギー、

健康長寿など、社会的課題の解決に資する新たな産業分野についても、積

極的に育成・振興を図っていくことが必要です。 

・本県のモノづくり産業の競争力の更なる進化のためには、新産業の創出支

援や、開業率の引き上げ、資金調達の多様化の促進、中小企業の競争力強化

などを行っていく必要があります。 

・企業の事業展開を支援するため、優遇制度や用地に関する情報の提供をし

ています。企業用地においては、求める企業がある中で立地可能な用地が

少なく、企業用地を開発していく必要があります。 

・新エネルギーは、実証プロジェクトなどで県内に先進的な取組成果があり

ます。 

 

 

【施策の展開】 

（創業の支援、開発・立地の促進） 

・本県への企業立地を促進するため、２１世紀高度先端産業立地補助金、新

あいち創造産業立地補助金、産業立地促進税制の運用を継続して実施して

いきます。（産業労働部） 

・県内の創業を促進するため、創業支援の専門家が常駐する「創業プラザあ

いち」において、創業に向けた準備スペースを提供するとともに、創業に関

するノウハウを学ぶ「あいち創業道場」等を開催していきます。（産業労働

部） 

 

Ⅱ 産業革新 
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・起業家等の資金調達の多様化を促進するため、インターネットを活用した

新しい資金調達方法として注目されているクラウドファンディングを活用

しようとする起業家等に対して総合的な支援を行っていきます。（産業労働

部） 

・コンテンツ制作、デザイン等の都市型産業の育成のため、産業デザイン試

作ネットワークの構築に向けた取組を行っていきます。（産業労働部） 

・この地域を世界に誇れるロボット産業拠点として発展させることを目指し、

産学行政が連携して設立した「あいちロボット産業クラスター推進協議会」

において、ドローン（小型無人飛行ロボット）を始め医療介護ロボット、産

業用ロボットなど、ニーズに基づくロボットの開発、実用化、普及に関する

取組を促進していきます。（産業労働部） 

・県内の優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」として認定し、専用

Web ページの運営による情報発信を行っていきます。（産業労働部） 

・「知の拠点あいち」を中心とした産学行政の連携による共同研究開発プロ

ジェクトの推進や「あいち産業科学技術総合センター」、「あいちシンクロ

トロン光センター」の積極的な活用を通じて、ＩＣＴ関連産業を含めた産

業の振興を図っていきます。（産業労働部） 

（モノづくり人材の育成） 

・留学生支援ポータルサイトの運営により、愛知県内の外国人留学生の就職

支援などを行い、モノづくりなどの産業人材の育成を図っていきます。(政

策企画局) 

・本県の工業教育の中核となる県立愛知総合工科高等学校を 2016 年度に開

校するほか、県立工業高校における「地域ものづくりスキルアップ講座」の

実施、高等技術専門校での職業訓練の実施などを通じ、ＩＣＴスキルを高

めたモノづくり人材を育成していきます。（産業労働部・教育委員会） 

（スマートグリッドの推進） 

・「豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト」の成果などを県内の各地域

に情報発信していきます。（産業労働部） 
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2-2 農林水産業の競争力の強化 

 

【現状と課題】 

・本県は、大都市圏でありながら、野菜、花きなどの園芸部門や畜産部門を中

心とした全国有数の農業県です。また、三河山間部を中心に、古くから林業

が行われ、木材・木製品の出荷額も全国上位に位置しています。加えて、伊

勢湾・三河湾の豊かな漁場に支えられた、水産業も盛んな地域ですが、担い

手の減少や高齢化が進み、また、安価な輸入品の浸透などによる農林水産

物価格の低迷や、近年の燃油、肥料、飼料など生産資材価格の高止まり等に

より、厳しい経営環境が続いており、安定した経営継続のためには、競争力

の高い農林水産業の確立が求められています。 

・農業の担い手の高齢化や労働力不足に対応するため省力・軽労化を進める

必要があり、リモートセンシング技術やクラウドシステムを始めとしたＩ

ＣＴの農業分野への活用が期待されています。また、本県では「あいち型植

物工場」への取組を進め、ＩＣＴ関連企業や大学等と連携し、その技術確立

を目指しています。 

・農林水産物のブランド力強化や地産地消を進めるため、県産農林水産物の

ＰＲを行っていく必要があり、スマートフォンやパソコンなどによる情報

発信などを進めていく必要があります。また、全国屈指の施設園芸産地で

あるため、更に飛躍させる必要があります。 

・農林水産物の鳥獣被害軽減のため、ＩＣＴを活用した効率的な対策を進め

ていく必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（農業生産技術の開発・普及） 

・本県農業の強みである施設園芸の更なる生産力向上を図るため、ＩＣＴを

活用した高度な環境制御が可能な｢あいち型植物工場｣の拠点づくりを推進

し、産地全体で環境データの｢見える化｣と環境制御技術の｢カイゼン｣を進

め、生産者の所得向上と産地全体のレベルアップを目指します。（農林水産

部） 
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（特産品の PR 強化） 

・地産地消を推進するため、「いいともあいち情報広場」など、スマートフォ

ンやパソコン向けの Web サイトにより県産農林水産物の生産や利用に係

る様々な情報が発信される仕組みづくりを進めていきます。（農林水産部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あいち型植物工場】
①太陽光を利用した温室
②温室内の温度、湿度、ＣＯ２の３
項目を常時モニタリング
③モニタリング結果を基に複合的に
施設内環境を制御

【主要な施設園芸品目】
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・あいちの農林水産物のブランド力を強化するため、フェイスブック「小麦

『きぬあかり』」、「あいちのおさかなコンシェルジュ」などのＳＮＳの活用

により、広く魅力を発信し、県産農林水産物のＰＲを行っていきます。（農

林水産部） 

・開発した新品種の特性や栽培方法を Webサイトなどを活用して、生産者や

消費者、実需者等に情報発信し、早期に普及を推進します。（農林水産部） 

・伊勢湾・三河湾の海の幸を生かしたグルメや県産農林水産物の魅力ある特

産品などを紹介するため、スマートフォンやパソコン向けの Webサイトな

どを活用して発信する仕組みづくりを進めていきます。（農林水産部） 

 

（効率的な森林整備） 

・効率的な森林整備のため、森林境界の明確化を進めるとともに、森林情報

管理システム（森林 GIS）の維持・管理及び森林データ情報の更新を行っ

ていきます。（農林水産部） 

・GPS首輪によるニホンジカの位置情報や市民からの目撃情報を活用し、ス

マートフォンやタブレット端末に対応した「シカ出現ハザードマップ」の

作成などにより、ニホンジカによる被害防止対策を進め、森林の保全を図

ります。 

 

（鳥獣被害対策） 

・農作物への鳥獣被害対策のため、センサーネットワークを活用するなど、

効率的な有害鳥獣の駆除を行っていきます。（農林水産部） 
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2-3 ＩＣＴの新たなビジネスモデルの開発・人材育成 

 

【現状と課題】 

・本県のＩＴ産業は、年間売上の全国シェアでは第 4 位にあるものの、第 1

位の東京とは 10倍以上の開きがあります。ＩＴ産業の集積のためには、誘

致や育成支援に力を入れていくことが重要になっています。 

・「あいちベンチャーハウス」では卒業時の企業の成長率は約 30％であり、ま

た、卒業後も 6 割の企業が県内で活動を継続するなど一定の成果がみられ

ますが、新たな産業創出に向けて更なるベンチャー企業の創業支援などが

期待されています。 

・データ社会では、社会全体がビッグデータに基づいて動いていくことにな

るため、ビッグデータ等を分析・解析し、その結果を活用できるデータサイ

エンティストなどのＩＣＴ人材が求められています。 

 

【施策の展開】 

（ＩＴ産業の支援・創業支援） 

・本県におけるＩＴ産業の育成・集積を図るため、「あいちベンチャーハウス」

を拠点とした支援を推進します。その際、WebサイトやＳＮＳの活用を通

じて、「あいちベンチャーハウス」の入居者や卒業企業の情報を広く発信し、

県内・県外から広く入居者を呼び込むとともに、入居企業の売上増につな

げ、より多くのビジネスマッチングの機会を創出していきます。 

また、新たなビジネス・モデル（クラウド・ビジネス､ビッグデータ・ビ

ジネス､ソーシャルメディア・ビジネス）の開発・普及の促進・支援をして

いきます。（産業労働部） 
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・新しい産業を創出するため、「あいちベンチャーハウス」において、インキュ

ベーションマネージャーによる支援のもと、創業間もないＩＴベンチャー

企業を支援していきます。（産業労働部） 

・コンテンツ制作、デザイン等の都市型産業を育成するため、デジタルコン

テンツ未活用の企業に対する活用促進を行っていきます。（産業労働部） 

 

（ＩＣＴスキルを持つ人材の育成） 

・デジタル・コンテンツ産業の誘致・集積を強化するため、県内中小企業とデ

ジタル・コンテンツ系の学生とのマッチングによる新たなデジタル・コン

テンツ制作・活用の促進をしていきます。（産業労働部） 

・中小企業の新事業展開や、販路開拓への支援のため、B2BWebマスター養

成講座や Web 系セミナーの開催などインターネットを通じた Web マーケ

ティングの支援を行っていきます。（産業労働部） 

・ＩｏＴの普及に伴い、ＩＣＴスキルを有する技術者向けに、データ分析ス

キルやビジネススキルを身につけるための講習会を関係団体とも連携し実

施するとともに、中小企業がＩｏＴに対応するためのセミナーを開催する

などの情報提供を行っていきます。（産業労働部） 

・庁内各課のシステム担当職員等を対象に、情報システムの更新・構築など

に対応できるよう、最新のＩＣＴに関する知識の習得と、適正調達に関す

る研修を行っていきます。（振興部） 

・ビッグデータ等を分析・解析し、その結果を活用できるＩＣＴ人材をこの

地域で増やし、確保していくため、民間企業、大学などの研究機関等との連

携により、人材の育成を支援していきます。（振興部・産業労働部） 
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2-4 商業の活性化 

 

【現状と課題】 

・県内の商店街を巡る環境は、商店主の高齢化や大型店の進出、インターネッ

トを活用した通販の増加などにより変化していますが、今後もこうした変

化に対応しながら、商店街の活性化を図る必要があります。 

 

【施策の展開】 

（商店街情報の発信強化） 

・商店街活性化の成功事例や効果的な取組等を、Webページへの掲載により

情報発信を行い、活性化を図ります。（産業労働部）  
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Ⅲ…暮らし安心・安全 

 

3-1 災害や犯罪に負けないまちづくり 

 

【現状と課題】 

・南海トラフを震源域とするマグニチュード 8 以上の地震が今後 30 年以内

に 70％程度の確率で発生するとされる中、国が発表した最大クラスの地震

による本県での被害想定は最悪の場合、死者数約 23,000 人、建物被害約

388,000 棟とされ、県民生活や経済活動に深刻な影響が生じることが懸念

されます。とりわけ、東日本大震災では、社会インフラによる防御や公助の

限界が明らかとなったことから、これまでのハード整備に加えて、ソフト

対策を強化するなどバランスのとれた対策を進めていく必要があります。 

・甚大な被害が懸念される本県では、情報伝達体制の構築や、災害に強いネッ

トワークの回線構成への見直しが求められています。 

・アナログ方式で運用しているヘリコプターテレビ電送システムについては

災害時の情報共有をより円滑に行うことができるようにするため、安定し

たクリアな映像を得ることのできるデジタル方式に移行する必要がありま

す。 

・市町村や県民などへ向け、水位・雨量情報以外にも河川映像・危険水位情報

等、様々な河川情報を発信しており、システム機能の確実な維持が求めら

れています。 

・大規模地震に備え、学校現場においては、児童生徒等の安全確保に向けた

体制の改善は喫緊の課題であり、いざというとき、自他の命を守るために

主体的に行動できる力を児童生徒に身に付けさせる必要があります。 

・地域コミュニティの連帯感の希薄化などに伴い、子ども、女性、高齢者等を

対象とした犯罪や、高齢者を狙った悪質商法が多発しており、地域ぐるみ

での犯罪防止対策や高齢者の見守りが重要となっています。 

・児童生徒を標的にした不審者等による被害は頻発しており、傷害、連れ去

り、強制わいせつなどの重大な犯罪になりかねない事案もあります。そこ

で、児童生徒の安全を守るため、不審者等の緊急情報については、正確かつ

迅速に伝達することにより共有し、児童生徒の安全確保のための取組をす

る必要があります。 

・犯罪被害を未然に防ぐため、パトネットあいちによる不審者情報の提供の

Ⅲ 暮らし安心・安全 
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継続・充実が求められています。 

・インターネットが社会基盤として定着する中、ネット犯罪の対策を行うと

ともに、不審者情報の提供などにインターネットを役立てることが求めら

れています。 

・インターネットは、県民生活や社会経済活動に必要不可欠な社会基盤とし

て定着している一方、犯罪者も便利な犯罪ツールとしてインターネットを

悪用し、ウイルスやフィッシングなど新たな手口による不正アクセス・不

正送金事案が依然として多発するなど、サイバー空間の脅威が増大してお

り、生活の安全や、情報セキュリティ対策が求められています。 

・スマートフォンを始めとする携帯型端末、主流なコミュニケーションツー

ルとしてＳＮＳの普及も進み、誰もが簡単、便利にインターネットを利用

できるようになっています。しかし、その一方で、子供たちがＳＮＳなどイ

ンターネットの利用に係るトラブルに巻き込まれる事案が多発し、その被

害が深刻な問題となっており、対応が必要となっています。 

・「あいち暮らしっく」、「あいち暮らしＷＥＢ」、消費者被害防止イベント等

の啓発活動を行うとともに、消費生活相談を実施しています。 

・消費生活相談においては、「デジタルコンテンツ」に係る不当請求や架空請

求の被害や、これらを始めとするインターネット関連の相談が多数を占め

る状況であり、相談機能の充実・強化に引き続き取り組む必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（災害時における情報伝達） 

・三河山間地域など携帯電話等の移動通信の不感地域が残る地域の住民の利

便性向上のため、移動通信用の鉄塔の整備に対する補助を行うことで、携

帯電話事業者の進出を促進し、利用環境の拡大を図っていきます。（振興部） 

・山間地域での災害時に、住民へ必要な情報が的確に伝達できるようにする

ため、防災対策として衛星携帯電話や同報系防災無線を使うなど、孤立可

能性のある集落を有する市町村の相互通信手段の確保対策を促進していき

ます。（防災局） 

・災害時の住民への情報伝達について、市町村から住民への災害情報伝達の

円滑化のため、住民への避難情報等伝達手段の多重化の促進を目指してい

きます。（防災局） 
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・災害時に、住民が必要

とする情報が適切に

伝わるよう、Ｌア

ラートや Webサイト

などの多様なメディ

アを活用した災害情

報伝達の内容の拡充

を検討していきま

す。（防災局） 

 

 

・外国人に対する災害時の支援体制を強化するため、災害時の多言語支援セ

ンターの体制整備として、多言語情報翻訳システムを運用するとともに、

システムの利便性向上、普及啓発を進めます。（県民生活部） 

・ヘリコプターテレビ電送システムについては、防災ヘリコプターの更新と

合わせて、デジタル方式に移行します。（防災局・警察本部） 

・県域を越える大規模で広域的な災害に対応できる環境を整えるため、次世

代型災害情報システムの構築にあたっては、他県との連携を検討しながら

進めていきます。（防災局） 

・高度情報通信ネットワークの更新にあたっては、南海トラフ地震に耐えう

るものとするため、可能な限り既存のインフラ設備の活用を図ることを前

提に、通信ニーズ、最新の情報通信技術等の動向を踏まえつつ、効率的な

ネットワークの更新を検討していきます。（防災局） 

・大雨・洪水時等において、水防活動や住民の避難などが迅速かつ的確に行

われるよう、水防テレメータシステムにより雨量・水位・潮位の他、河川映

像など様々な情報を遠隔集中監視し、情報発信しています。重要なシステ

ムであるため、機能を確実に維持するために更新を行っていきます。（建設

部） 

・南海トラフ地震の発生による甚大な被害が懸念される本県において、児童

生徒等の安全確保に向けた体制を確保するため、県立特別支援学校におい

て、緊急地震速報受信システムの設置と避難訓練を実施していきます。ま

た、県立高等学校への緊急地震速報システムの設置及びそれを利用した避

難訓練の実施についても検討していきます。（教育委員会） 
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（子どもたちや女性の安全確保） 

・児童生徒の安全確保のため、「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」

の効果的な活用を行い、県警察本部や教育事務所・支所、市町村教育委員会

と連携して、訓練及び実際の不審者等緊急情報伝達を、正確かつ迅速に行っ

ていきます。（教育委員会） 

・児童生徒が被害者・加害者にならないよう、ネット環境などでのトラブル

の未然防止を図るため、青少年の情報端末の利用に関する情報をまとめた、

愛知県教育委員会道徳教育推進 Web サイト「モラル BOX」を通じて、適

切な情報端末の利用方法などの情報提供を行っていきます。（教育委員会） 

・インターネットを通じた青少年の犯罪被害を未然に防止するため、青少年

やその保護者を対象に、インターネット上のコミュニケーションマナーや

ルール、情報発信の責任などについて学べる「サイバー犯罪防止講話」や生

徒らの自主的な取組を促すことができるワークショップを拡大して開催し

ていきます。（警察本部） 

・子どもや女性が犯罪に巻き込まれないようにするため、不審者情報を「パ

トネットあいち」を通じて情報提供しています。引き続き登録者数が増加

するよう Webサイトへの掲載やラジオ、各種イベントによる広報などに取

り組むとともに、犯罪の予防を目的とした情報の配信に取り組んでいきま

す。（警察本部） 

・地域の防犯意識を高めるとともに、犯罪被害を未然に防止するため、各種

ネットワークを活用した不審者情報等の提供と共有化を行っていきます。

（警察本部） 

 

（ネット犯罪対策） 

・ネット関連消費者の被害の未然防止を図るため、「あいち暮らしっく」、「あ

いち暮らしＷＥＢ」、消費者被害防止イベント等による啓発活動を実施して

いきます。また、消費生活相談により被害の救済を図っていきます。さら

に、消費者生活講座等を活用し、インターネット使用についての知識の普

及を図っていきます。（県民生活部） 

・デジタルコンテンツを始めとするインターネット関連の相談が多く寄せら

れるなど、複雑・多様化する社会経済状況を踏まえ、消費生活相談に専門的

に対応していくため、消費生活総合センターの専門分野チームの活動など、

特定の相談分野の専門性を高める取組を通じて、相談対応力・解決力の向

上を図っていきます。（県民生活部） 
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・サイバーパトロールを実施し、違法・有害情報の取締りと削除要請を行う

とともに、「インターネット・ホットラインセンター」への違法・有害情報

の自主的通報の促進などを通じ、インターネット利用者との連携によるイ

ンターネット空間の浄化を図っていきます。（警察本部） 

・インターネット空間におけるマナー向上と防犯意識向上のため、「愛知県イ

ンターネットサービスプロバイダ防犯連絡会」や教育機関などの関係機関・

団体等と連携しながら、会議等による情報共有や教職員向け研修を行うな

どの対策を講じていきます。（警察本部） 
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3-2 ＩＴＳ・交通対策の推進 

 

【現状と課題】 

・本県は、自動車保有台数が全国１位で他の都市圏に比べて移動時に自動車

を利用する割合が高くなっています。また、毎年多くの方が交通事故で亡

くなっており、その対策は大きな課題となっています。 

・県では、安全・快適で環境にもやさしい交通社会の実現を目指して、産・

学・行政が一体となった「愛知県ＩＴＳ推進協議会」を中心に、ＩＴＳの推

進に向けた普及・啓発事業、調査研究事業等を実施していますが、更なる取

組が求められています。 

 

 

【施策の展開】 

（ＩＴＳ等の研究支援・普及・拡大） 

・交通事故のない社会を目指し、県内の交通事故を減少させるため、ＩＴＳ

の普及・啓発を行うとともに、車車間通信、路車間通信などの情報通信技術

を用いた「安全運転支援システム」の実証実験や、交通不便地域のお年寄り

が利用できる「自動走行」の実証実験などを支援していきます。（振興部、

産業労働部、県民生活部、警察本部） 

・安全・円滑に移動できる道路交通環境の実現と交通事故の減少のため、現

在、県内で運用されている安全運転支援システム(DSSS)、交通情報提供シ

ステム(AMIS)、信号情報活用運転支援システム等について、その効果を踏

まえながら、運用拡大を目指していきます。（警察本部） 
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3-3 健康長寿あいちの実現 

 

【現状と課題】 

・本格的な長寿社会を迎え、人生 90 年、さらには 100 年を安心していきい

きと過ごすためには、心身ともに健康で自立して生活できる期間（いわゆ

る健康寿命）を伸ばし、高齢者も社会の担い手や支え手として活躍してい

く生涯現役社会を実現していくことがより一層重要となっています。 

・健康寿命の延伸のためには、県民一人一人が、若い時からの健康づくりや

生活習慣の見直しにより疾病の発生予防に努めるとともに、病気になって

も、疾患の適切な管理等により、その重症化を防ぎ、生活の質を維持してい

くことが重要となっています。 

・あいちＧ－Ｐネットは、かかりつけ医から精神科医にスマートフォンやタ

ブレット型ＰＣを使って簡単につなぐことができるシステムです。利用者

の増加に向け一層の周知を図るとともに、関係機関の協力を得ながら、参

加する医療機関を増やしていく必要があります。 

・地域の産科医療機関と周産期母子医療センターとの間で、妊婦や新生児の

受入調整を行うネットワークを構築しており、さらに携帯端末を利用して

迅速に受入調整を行うことができる周産期医療情報システムの運用を開始

しています。今後は、更なる効率的な運用を目指し、必要に応じてシステム

の改修を行い、必要な方が適時、適切に高度な周産期医療を受けられるよ

うにする必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（「あいち健康ナビ」） 

・生涯を通じて、健康でいきいきと過ごす、健康寿命を延ばすため、疾病予防

と健康増進、介護予防など、子どもから高齢期に至るまで、各段階に応じた

健康づくりに関する情報を発信します。また、「健康日本２１あいち新計画

（愛知県健康増進計画）」に基づく取組を推進するため、県民が主体的に健

康づくりに取り組めるよう、わかりやすい動画コンテンツの充実などを通

して、健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」の充実強化を行っていき

ます。（健康福祉部） 
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（在宅医療連携システムの構築） 

・医療・介護・予防・生活支援・住まいを切れ目なく提供する地域包括ケアシ

ステム構築の要である在宅医療の充実・強化を図るため、訪問看護師、リハ

ビリ職種、薬剤師、介護支援専門員等の在宅医療関係者の負担軽減と、活動

を支援するため、市町村のＩＣＴによる在宅医療連携システム導入に対し

て支援していきます。（健康福祉部） 

 

（「食育」の推進） 

・健康で活力のある社会の実現のため、「食育ネットあいち」による食育体験

イベント情報の発信などを通じ、県民一人一人の食育の実践を促します。

（農林水産部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子カルテの普及促進） 

・医療の質の向上、効率化などを図るため、医療機関に対し、電子カルテの普

及啓発を行っていきます。（健康福祉部） 
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（へき地医療支援システムの運用） 

・へき地医療の質を向上するため、「へき地医療支援システム（静止画像伝送

装置、Web 会議システム）」を運用していきます。（健康福祉部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「あいちＧ－Ｐネット」の活用促進） 

・地域におけるうつ病等精神疾患に対する医療の支援体制を強化するため、

関係機関の協力を得ながら、登録制の患者紹介システムである「あいちＧ

－Ｐネット」への参加医療機関を増やし、うつ病等精神疾患の早期発見・早

期治療の機会を提供していきます。（健康福祉部） 

 

（周産期医療情報ネットワークの充実） 

・母体・胎児、新生児で必要な方が適時、適切に高度な周産期医療を受けられ

る環境を確保するため、母体・胎児、新生児の搬送における携帯端末を活用

した受入病院検索などができる「周産期医療情報ネットワーク」の充実を

図っていきます。（健康福祉部） 

 

 

 

 

Web 会議システム  画像伝送システム 
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3-4 女性の活躍促進・子育て支援 

 

【現状と課題】 

・すべての人が、性別にかかわりなく、自己実現を図り豊かな人生を送るた

めには、それぞれの個性と能力を発揮して、希望する働き方をかなえてい

くことが不可欠です。人口減少や社会の多様化が進む中にあっては、地域

社会の活性化はもとより、本県が持続的に発展していくためにも、これま

で必ずしも十分にその能力を生かしきれていなかった女性の活躍が求めら

れており、就労を望む女性が、それぞれの望む働き方で働き続けられる環

境づくりを進め、様々に活躍できる社会を実現していくことが必要となっ

ています。 

・働く場における女性の活躍を促進するためには、気運の醸成、ワーク・ライ

フ・バランスの推進、子育て支援の充実など様々な課題に取り組む必要が

あります。 

・子育て支援を行うため、ネットあいち内に「あいち はぐみんネット」を設

置し、妊娠・出産・子育てに関する情報提供を行っています。常に魅力のあ

る Webサイトにするため、コンテンツの更なる充実が必要となっています。 

 

 

【施策の展開】 

（女性の活躍促進） 

・「あいち女性の活躍促進応援サイト」において、女性の活躍を進めたい企業

や、働く・これから働きたい女性向けに、女性の活躍促進に関する情報を一

元化し、わかりやすく情報発信していきます。（県民生活部） 
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（結婚・子育て支援） 

・県内での未婚化、晩婚化を解消していくため、「結婚支援ウェブシステム」

を活用して未婚の方により多くの出会いの機会を提供していきます。（健康

福祉部） 

・よりよい子育て環境を作っていくため、子育て応援総合情報サイト「あい

ち はぐみんネット」において、コンテンツの充実や、更新頻度を増やすこ

となどにより、常に魅力のある Webサイトにしていきます。（健康福祉部） 

 

（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

・従業員が仕事と育児・介護などの家庭生活を両立することができるよう積

極的に取り組む「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」登録制度を運営

し、「ファミフレネットあいち」など専用 Web サイトで登録企業の取組状

況を紹介していきます。（産業労働部） 

・子育てや介護等と両立しながら働き続けられるように、短時間勤務制度や、

場所や時間にとらわれないテレワークなどの周知啓発を進め、多様な働き

方・柔軟な働き方を選択できる職場環境の整備を図ります。（産業労働部） 

・県庁内での職員の多様な働き方・柔軟な働き方を選択できる職場環境の整

備を図るため、ＩＣＴを利活用し、時間や場所にとらわれない柔軟な働き

方ができる、テレワークの導入を検討していきます。（総務部） 
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3-5 学ぶ楽しさ・生涯学習の実現 

 

【現状と課題】 

・2014 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（速報値）

によると、教育用コンピュータが児童生徒 8.4 人に 1 台と、47 都道府県中

最下位となっています。また、授業中にＩＣＴを活用して指導する能力が

47 都道府県中 44 位となっています。ＩＣＴ機器の整備が十分でない上、

その活用についても不十分な状況であり、ＩＣＴ機器の更なる整備と、教

員の指導力を向上させるための研修が必要となっています。また、授業で

すぐに活用できる教材コンテンツの充実も求められています。 

・教員や児童生徒がＩＣＴを利活用し、教員が分かりやすく理解が深まる授

業を展開するために必要となるＩＣＴ機器等の整備を進め、魅力ある授業

のあり方について研究するとともに、学校における教育の情報化推進の中

心となる人材を育成する研修を行っています。 

・愛知エースネットを経由して、ｅラーニング教材に受講者がアクセスし在

校のまま研修を受けることができるシステムを構築していますが、一部の

講座では受講者数が少ない状況となっています。教材数は年々増加し、ま

た、内容も充実してきただけに、ｅラーニング単独講座の学校への周知を

図り、積極的な受講を促す必要があります。 

・愛知エースネット（愛知県教育情報通信ネットワーク）接続校のほとんど

が Webページを公開しています。保護者、地域から速やかな情報提供を求

められるなか、Webページの更新には、専門的な知識・技術が必要ですが、

これを有する教員は少なく、特定の担当者の負担となっています。 

・パソコンやネットワークを活用して、校務の情報化を推進するため、「校務

支援システム」を 2013年度から運用していますが、事務の効率化を進める

ため、更なる機能改善及び運用サポートの充実を図る必要があります。 

・スマートフォンなどの携帯情報端末を利用する青少年が増加する中、プラ

イベート画像の流出など一度被害に遭うと信頼を回復することが難しい事

案、誹謗中傷や無許可による画像掲載などが犯罪行為に当たるという認識

不足に起因したトラブルも増加しています。子どもたちが被害者・加害者

にならないための未然防止の指導が必要となっています。 

・愛知県図書館が所蔵する近世及び近代初期の愛知県関係資料を中心に、貴

重な和本をデジタル画像(PDF)で公開しており、図書館 Webサイトから閲

覧することができます。現在は貴重和本の一部の公開に留まっていますの

で、公開資料の拡充が必要となっています。 
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・県や市町村、大学等高等教育機関などの生涯学習機関・団体等が有する生

涯学習に関する情報を一元的に提供する生涯学習情報システム「学びネッ

トあいち」を運営しています。県民の学習ニーズの高度化・多様化に対応す

る提供サービスの充実が求められています。また超高齢社会においては、

新たな生きがい、やりがいを得て生き生きとした人生を送るために必要な

情報が求められています。 

 

【施策の展開】 

（魅力ある授業の実施） 

・教員や児童生徒がＩＣＴを利活用し、学ぶ楽しさ、知的好奇心を育むよう、

より分かりやすく理解が深まる授業を展開していくため、ＩＣＴ機器等を

整備するとともに、その活用方法の研究を行っていきます。（教育委員会） 

・児童生徒にとって分かりやすく理解が深まる授業を展開するために、児童

生徒用のパソコン、プリンタ、プロジェクタなどのＩＣＴ機器の配備・更新

を行うとともに、特別支援学校に配備したタブレット端末等の利用を検証

し、教育効果を高めていきます。（教育委員会） 

・児童生徒にとって分かりやすい教材であり、なおかつ教員等の教材制作の

負担を軽減するため、教員が授業の形態に合わせてすぐに利用でき、児童

生徒の「分かる・できる」につながる、教育コンテンツの充実を図っていき

ます。（教育委員会） 

・学校において教員がＩＣＴ機器を適切かつ効果的に利用し、教科や校種に

偏りなく、児童生徒にとって分かりやすく、理解が深められる魅力ある授

業を実践できるよう、研修内容の充実を図り教員のスキルを高めていきま

す。（教育委員会） 

・教員が研修を受けたり、柔軟に教育スキルを身に付けることができる環境

を整備するため、教員が在校のまま研修を受けることができる「愛知エー

スネット」を経由したｅラーニング研修のシステムに加え、「集合型研修」

と「ｅラーニング」を組み合わせる方法で、相乗効果が出せるように更なる

活用を目指していきます。（教育委員会） 

・ＩＣＴを活用した教育環境の充実を図るため、私立学校の教育現場におけ

るＩＣＴを活用した教材等の使用を促進し、教育環境の充実を図っていき

ます。（県民生活部） 

・スーパーサイエンスハイスクール、スーパーグローバルハイスクールにお

いて、国際社会で活躍できる人材づくりのため、ＩＣＴ機器を用いて外国

語による研究発表などを行っていきます。（教育委員会） 
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（校務等の情報化の推進） 

・ＩＣＴの教育利用の推進のため、現在 ADSL 回線を使用している県立学校

について、光回線化への切替が可能となった際には、順次光回線化してい

きます。（教育委員会） 

・校務の情報化の推進のため、教員用パソコンについては、定数増に合わせ

た教員用パソコンの追加配備、機器更新を継続的に実施するとともに、現

在配備されていない教職員への新規配備等に取り組んでいきます。（教育委

員会） 

・教員の校務事務の効率化・情報化を推進するため、教員間で、パソコンや

ネットワークを活用して校務処理を電子化するとともに、教員間で情報共

有を行う「校務支援システム」を更に活用しやすくなるよう、随時改修を進

め、校務の情報化を推進していきます。（教育委員会） 

 

（Web サイトを通じた学校・図書館・生涯学習情報の提供） 

・教育現場の教員等の負担を軽減するため、学校の Web ページ制作支援や、

技術的なことを意識せずに Web ページを更新することができるようなシ

ステムにするなど保護者、地域への速やかな情報提供を行っていきます。

（教育委員会） 

・高校生が大学での教育に触れる機会の充実や、大学生が小中学校で子ども

たちの学びを支援する取組などを推進するため、「あいちの学校連携ネット」

による情報提供をサイト閲覧者（主に高校生や大学生等）に対して行って

いきます。（教育委員会） 

・愛知県図書館の持つ貴重で魅力ある「貴重和本デジタルライブラリー」を

広く知ってもらうため、資料の成り立ちなどを解説する書誌解題の作成を

進め、順次公開タイトル数を増やし、自宅や学校からインターネットを介

して自由に閲覧することができるタイトル数を拡充していきます。（県民生

活部） 

・生涯学習の推進のため、生涯学習情報システム「学びネットあいち」では、

高齢者の方を始め、すべての世代の方々に向けた文化・スポーツ活動、レク

リエーション活動、ボランティア活動などに関する取組を紹介するなど、

提供する情報の充実を図っていきます。（教育委員会）  
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3-6 「環境首都あいち」の実現 

 

【現状と課題】 

・2050 年頃に目指すべき低炭素社会を実現するためには、社会全体の温室効

果ガス排出量の削減が必要で、愛知県では 1990 年度比約 70％削減する必

要があります。このため、基盤となるまちづくりや県民一人一人のエコア

クション（環境配慮行動）を促進していくとともに、大気環境対策として、

大気環境の常時監視をする必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（ゼロカーボンライフへの挑戦） 

・再生可能エネルギーと省エネ化によるゼロカーボンライフを目指すため、

家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）等住宅用地球温暖化対策設備

の導入促進や、新エネルギーの普及促進の取組を継続して進め、省エネ・創

エネ・蓄エネの普及に取り組んでいきます。（環境部） 

 

（エコアクションの促進） 

・県民一人一人のエコアクション

（環境配慮行動）の取組促進のた

め、あいちエコアクションポータ

ルサイト「エコリンクあいち」に

よる普及啓発を行っていきます。

（環境部） 

 

（大気環境の情報提供） 

・住民が安心できる大気環境の保全に資するため、大気環境の常時監視をし

ており、PM2.5注意喚起情報発令時や、光化学スモッグ注意報等発令時に

おいては、メール配信サービス等により、大気環境に係る情報提供を行っ

ていきます。（環境部） 
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Ⅳ…ＩＣＴ基盤強化 

 

4-1 自治体クラウドの推進 

 

【現状と課題】 

・庁内クラウドについては、セキュリティを確保しつつ行政の効率化を実現

できる次期庁内クラウドのあり方について、2018 年度（平成 30 年度）に

更新することを目標として検討を進める必要があります。 

・県内市町村のクラウド化は進んでいるものの、まだクラウド化していない

市町村もあり、また複数市町村による共同調達もあまり進んでいないため、

推進をしていく必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（庁内クラウド） 

・現在の庁内クラウドは、2014年度から稼動しているため、次期庁内クラウ

ドの稼動を 2018年度に行うことを目標とし、利用のあり方について調査・

検討を進めていきます。（振興部） 

・既存システムの庁内クラウドへの移行を推進するため、ＯＳの変更などの

改修を行い、機器更新の時期が到来したシステムから順次、庁内クラウド

への移行を進めていきます。（建設部） 

・既存システムの更なる費用削減を推進するため、個別業務システムの更新

時期にあわせて、庁内クラウドへ移行していきます。（関係部局） 

 

（市町村におけるクラウド導入の支援） 

・これまでのクラウド化の推進により、県内市町村の半数以上がクラウド化

していますが、システムの経費削減を目指し、更なるクラウド化の推進を

図るため、まだクラウド化していない市町村への導入支援や、複数市町村

間でのクラウドによる情報システムの共同調達・利用を進めていきます。

この際、複数市町村間で共同調達を行うにあたり、中立的な立場にある県

が調整役となり、事業の円滑な推進を図っていきます。（振興部）  

Ⅳ ＩＣＴ基盤強化 
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4-2 マイナンバー制度への対応、活用による業務プロセス改善 

 

【現状と課題】 

・2016 年（平成 28年）1月から行政機関等での個人番号の利用が開始され、

2017 年 7 月からは地方公共団体において情報連携が開始されます。この情

報連携に対応した業務プロセスの見直しをする必要があります。 

・自治体の情報セキュリティについては、日々新たな脅威が発生しているこ

とに適切に対応するため、新たな強靭化対策を継続して実施し、安全性を

確保していくことが求められています。 

・あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ） 及び（物品等）の入札参加

資格申請では、複数の添付書類を必要としており、利用者の利便性の向上

に向け、番号利用に伴う業務プロセスの見直しの検討が必要となっていま

す。 

・2017 年 1 月にマイナポータルの運用が開始される予定となっていますの

で、お知らせ情報の提供など新たな住民サービスとしての利用を検討する

必要があります。 

・個人番号カードの独自利用について、公的個人認証を利用したサービスが

本県の事務において利用可能であるかを検討する必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

（マイナンバー制度への対応） 

・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の開始に伴い、関係者間での連

携利用を適切に行うため、「統合宛名管理システム」の運用と、個人番号を

利用する各業務システムの番号制度対応の支援を行っていきます。（振興部） 

・マイナポータルや個人番号カードの利活用について、住民サービスの向上

に資するよう検討を進めます。（振興部・関係部局） 

 

（業務プロセス改善） 

・利用者の利便性向上のため、各業務でのマイナンバーの利用動向を踏まえ

ながら、各業務プロセスの見直しを行い、庁内の業務システムの改修を行っ

ていきます。（関係部局）  
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4-3 情報システムの活用拡大、調達最適化 

 

【現状と課題】 

・情報システムについては、安定的で効率的な稼動が求められているため、

利便性の向上、セキュリティの向上を図りつつ、適切な時期に更新を行っ

ていく必要があります。 

・通信量の増大等に対応するため、広域情報通信網（ＷＡＮ（本庁・地方機関

相互間））及び庁内 LANにおいて、情報通信基盤を強化していく必要があ

ります。 

・職員一人一台パソコンを正規職員以外に拡大配備することにより、事務の

電子化等に対応していく必要があります。 

・あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ）は、県及び市町村等で構成

するあいち電子自治体推進協議会において開発、運用しており、適切にシ

ステムを更新していくため、次期システムの方針・仕様等の検討が必要と

なっています。 

・「あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ）」では、「電子調達」、「電子

納品」、「情報共有」の 3 つの要素で構成され、このうち「情報共有」につ

いては、各段階の情報を一つの仮想データベースとして統合した「共有統

合データベース」を構築し、効率のよい事業遂行の実現に向けた取組を目

標としています。 

・職員採用試験システムは、試験制度や評価基準などを変更する都度、専門

業者へシステム改修を依頼する必要があり、時代の変化に合わせた試験制

度の変更などが柔軟に対応できるよう、システムの改修が必要となってい

ます。 

・情報システムの調達においては、発注仕様や委託契約の内容、調達価格の

適正性について、担当職員のＩＴ技術に関する知識や、統一的な審査・支援

体制がない等のために、十分な検証ができず、不要機能の付加や過大な積

算が行われる可能性があるため、知識や、統一的な審査・支援体制が必要と

なっています。 

 

 

【施策の展開】 

（情報システムの活用・更新） 

・情報システムに係る経費の縮減やセキュリティ対策に資するため、随時、



45 
 

調査を行い、各情報システムの現状や問題点などを把握していきます。（振

興部） 

・庁内の事務の電子化の拡大に対応するため、毎年度パソコンの利用実態等

の調査を行い、計画的かつ適正にパソコンの配備を継続して行っていきま

す。（振興部） 

・ネットワーク環境を適切に保つため、情報通信回線や機器等の現状を調査

の上、複数年にわたる更新計画を作成し着実に更新していきます。また、通

信回線についても通信量の効率化、安定化、増大化を図るため、見直しや変

更を行っていきます。（振興部） 

・全庁で利用する服務申請機能、給与機能、人事機能等の計 20システムにつ

いて、システム統合及び更新を行い、運用保守に係る費用削減、情報連携強

化、利便性の向上、セキュリティの向上等を図っていきます。（総務部） 

・情報公開制度において請求対象文書を特定する手掛かりとなる行政文書

ファイルを検索できる「情報公開用検索システム」の運用を行っていきま

す。（県民生活部） 

・「あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ）」の次期システムへの更新

時に、費用低減等のため、クラウドによるサービス利用型の運用方式の採

用を検討していきます。（振興部） 

・「愛知県ＣＡＬＳ/ＥＣアクションプラン」に基づき、システム間で効率的に

情報共有するため、「電子調達」や「電子納品」の関連システムで取得した

情報を他システムへ提供する「統合情報データベース基盤」を構築すると

ともに、統合型ＧＩＳ等との連携により関係者へ「位置情報」を含んだわか

りやすい情報の提供を行っていきます。また、「新公会計関連システム」と

連携した効率的かつ総合的な、建設資産管理・事業進捗管理に役立ててい

きます。（建設部） 

・システムの更新時期に合わせて、職員採用試験制度の変更に容易に対応で

きるようなシステムにするなど、職員採用システムの運用の見直し・改修

を検討していきます。（人事委員会） 

・県が展開する事業を、県民に分かりやすい形で開示するため、「管理事業」

ごとの事業内容・コストなどとともに、県による自己評価の結果が一目で

わかるポータルサイトを公表していきます。（総務部） 

 

（情報システムの適正調達の推進） 

・情報システムの構築・運営に係る経費の縮減のため、システムの開発・改修

にあたっては、「情報システム適正化事業」によりシステム関連経費の縮減
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を図っていきます。（振興部） 

・庁内各課のシステム担当職員を支援するため、情報システムの更新・構築

などに対応できるよう、適正調達に関する研修を行っていきます。また新

たな情報技術を踏まえて、既存のＩＴ調達の手引き等の見直しを行ってい

きます。（振興部） 
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Ⅴ データ社会への対応 

 

5-1 オープンデータの推進 

 

【現状と課題】 

・公共データを機械判読に適したデータ形式で、改変や営利目的での二次利

用も可能なルールにより公開する取組であるオープンデータについては、

県公式 Webサイト「ネットあいち」において「愛知県オープンデータカタ

ログ」として公開しており、統合型地理情報システム（GIS）「マップあい

ち」の公開データの一部をオープンデータとして提供しています。 

今後は、庁内各課が作成・保有する多くのデータを公開できるよう、取組

が求められています。 

 

 

【施策の展開】 

（オープンデータの推進） 

・オープンデータの活用による民間企業等による革新的産業の創出につなげ

るため、「愛知県オープンデータカタロ

グ」の公開にあたっては、データ形式

の標準化や、利用及び情報提供ルール

の整備を国の動向を踏まえながら実施

するとともに、公開データの拡大を推

進していきます。（振興部）  

 

Ⅴ データ社会への対応 

 

 



48 
 

5-2 ビッグデータの活用 

 

【現状と課題】 

・現在は、既にデータ社会であり、通信、流通、販売、製造業、医療、運輸な

ど社会全ての分野で、大量のデータを生成・収集・利用して社会システムが

動いており、ビッグデータが基盤になっています。これまでの経験則に基

づいた判断とともに、今後は社会全体がビッグデータに基づいて動いてい

くことになります。このため、行政の行う事業についても、ビッグデータ等

を分析・解析し、その結果に基づいて事業を展開していく必要があります。 

  また、ビッグデータの活用においては、民間企業・大学などと協働して

新たな価値を創造する取組が求められています。 

 

【施策の展開】 

（ビッグデータの活用） 

・状況に応じた適切な政策立案・事業を行うため、県が保有する各種統計デー

タを活用するとともに、民間が保有するビッグデータを県が活用すること

で、県民サービスの質的向上につなげていきます。（関係部局） 

・民間企業、大学などにおいて、ビッグデータを積極的に活用して、新たな製

品開発、サービス・価値の創造など、新たな産業創出に役立てられるよう、

県が保有するデータをオープンデータとして提供を進め、研究・開発等を

支援していきます。（関係部局） 

・ビッグデータを利活用することで、地域の課題解決、新たな価値の創造、

サービスの提供などができるよう、民間企業・大学などと連携・協力して

データの利用しやすい環境づくりを進めていきます。（振興部、産業労働部） 
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5-3 ＩｏＴへの対応 

 

【現状と課題】 

・ＩｏＴ（モノのインターネット）については、対応機器が増えてきている状

況にあり、企業の設備とともに、一般家庭においても普及しつつあります。 

また、各種センサーなどの計測機器等からの情報収集が短時間に大量に

できる状況となっています。 

しかし中小の民間企業の対応が充分に進んでいない状況があり、普及の

支援が必要となっています。 

 

【施策の展開】 

（ＩｏＴへの対応） 

・ＩｏＴの普及に伴い、ＩＣＴスキルを有する技術者向けに、データ分析ス

キルやビジネススキルを身につけるための講習会を実施するととともに、

中小企業がＩｏＴに対応するためのセミナーを開催するなどの情報提供を

行っていきます。（産業労働部）（再掲） 

・県が実施している、雨量などに関する観測データ、各種のインフラ、施設の

状況のデータ収集などにおいても、関連機器の活用を通じて、対応を進め

ていきます。（建設部、他関係部局）  
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４ プランの着実な推進 

 

(1) あいちＩＣＴ活用推進本部による進行管理 

 

・「あいちＩＣＴ戦略プラン 2020」に位置付けた施策を着実に推進していく

ため、担当部局は、毎年度の予算編成において重点的な検討を行い、具体化

を図っていくとともに、分野ごとに策定される個別計画などにも反映させ

ていきます。また、関連する施策については、部局間で連携を図り実施して

いきます。 

・「あいちＩＣＴ活用推進本部」においては、プランに位置付けた施策の進行

管理や、情報通信社会の進展に伴う課題の把握を継続的に行っていきます。

特に、プランにおいて今後検討していくと位置付けられた取組については、

検討組織の設置などにより、迅速な検討を進めていきます。 

・所管が不明確な新たな課題などが生じた場合には、あいちＩＣＴ活用推進

本部において迅速に所管の決定を行っていきます。 

・戦略の推進や新たな課題の解決に当たり、国、都道府県、市町村、民間企

業、大学等が連携して対応する必要が生じた場合には、情報共有や課題解

決のできる体制の整備等を検討していきます。 

・プランに位置付けた施策の進捗状況や新たな課題などを情報共有するため、

毎年度レポートを作成し、「ネットあいち」などを通じて情報発信していき

ます。 

 

(2) プランの見直し 

 

・「あいちＩＣＴ戦略プラン 2020」は、プランに位置付けた施策の進捗状況

や、外部環境の変化などを踏まえ、柔軟な見直しを行っていきます。 

 

 

 

４ プランの着実な推進 

(1) あいちＩＣＴ活用推進本部による進行管理 

(2) プランの見直し 
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【参考】 

用語解説 

 

ウイルス 

  コンピュータシステムの破壊等を目的としたプログラムのこと。電子ファイル、電子

メール等を介して他のファイルに感染することにより、その機能を発揮する。 

 

クラウドコンピューティング（クラウド） 

データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバ群（クラウド

（雲））にあり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存す

ることなく、「どこからでも、必要な時に、必要な機能だけ」利用することができる新し

いコンピュータネットワークの利用形態。 

 

公衆無線 LAN 

店舗や公共の空間などで提供される、無線 LAN によるインターネット接続サービス。 

 

サイバー犯罪 

インターネット等を利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪な

ど情報技術を利用した犯罪。 

 

情報セキュリティ 

情報資産を安全に管理し、適切に利用できるように運営する経営管理のこと。適切な管

理・運営のためには、情報の機密性・完全性・可用性が保たれていることが必要となる。 

 

スマートグリッド 

発電設備から末端の機器までを通信網で接続、電力流と情報流を統合的に管理するこ

とにより自動的な電力需給調整を可能とし、電力の需給バランスを最適化する仕組みの

こと。 

 

スマートフォン 

従来の携帯電話端末の有する通信機能等に加え、高度な情報処理機能が備わった携帯電

話端末。スマートフォンはインターネットの利用を前提としており、携帯電話の無線ネッ
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トワーク（回線等）を通じて音声通信網及びパケット通信網に接続して利用するほか、無

線 LAN に接続して利用することも可能。 

 

センサーネットワーク 

部屋、工場、道路など至る所に埋め込まれたセンサーが周囲の環境を検知し、当該情報

がユーザーや制御機器にフィードバックされるネットワーク。 

 

ソーシャルメディア 

ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、動画共有サイトなど、利用者が

情報を発信し、形成していくメディア。利用者同士のつながりを促進する様々なしかけが

用意されており、互いの関係を視覚的に把握できるのが特徴。 

 

ツイッター（Twitter） 

個々のユーザーが「ツイート」（tweet）と呼ばれる 140文字以内の「つぶやき」を投稿

し、そのユーザーをフォローしているユーザーが閲覧できるサービス。 

 

デジタルサイネージ（電子看板） 

屋外・店頭・交通機関などの公共空間で、ネットワークに接続されたディスプレイなど

の電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。設置場所や時間帯によっ

て変わるターゲットに向けて適切にコンテンツを配信可能であるため、次世代の広告媒

体として注目を集めている。 

 

テレワーク 

ICT を活用して、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方。企業等に勤務する被雇用者

が行う雇用型テレワーク（例：住宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス等での勤

務）と、個人事業者・小規模事業者等が行う自営型テレワーク（例：SOHO、住宅ワーク）

に大別される。 

 

電子カルテ 

カルテ（診療記録）を電子的に記録し、保存したもの。もしくはそれを実現するための

医療情報システム。これにより医療機関同士の連携や地域の医療機関全体で患者をサ

ポートする仕組みづくりなどが進むことが期待される。 

 

ビッグデータ 

利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・ス

マートフォンに組み込まれた GPS（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々
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刻々と生成されるセンサーデータなど、膨大なボリュームのあるデータ群。 

 

防災無線 

地震、火災、天災等の発生時等において、国、地方自治体等の公共機関が円滑な防災情

報の伝達等を行うことを目的とした無線通信。 

 

ポータルサイト 

インターネットに接続した際に最初にアクセスする Web ページ。分野別に情報を整理

しリンク先が表示されている。 

 

無線 LAN 

ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行う LAN システム。

IEEE802.11 諸規格に準拠した機器で構成されるネットワークのことを指す場合が多い。 

 

ユーチューブ（YouTube） 

インターネットを通じて動画などを配信するサービスのひとつ。サービスは無料で利

用できる。 

 

CALS/EC 

公共事業に関連して、従来では紙で交換されていた情報を電子化するとともに、イン

ターネットを活用して多くのデータベースを連携して使える環境を創出する取組み。 

 

e ラーニング 

パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して教育を行なうこと。教室で学習

を行なう場合と比べて、遠隔地にも教育を提供できる点や、コンピュータならではの教材

が利用できる点などが特徴。 

 

ICT 

Information & Communications Technologyの略。日本では、情報処理や通信に関する

技術を総合的に指す用語として IT が普及したが、国際的には ICT が広く使われている。 

 

IoT（アイ・オー・ティー） 

Internet of Things（インターネット・オブ・シングズ）の略で、「モノのインターネッ

ト」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつ

ながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、

新たな付加価値を生み出すこと。 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88/
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ITS 

Intelligent Transport Systems の略。情報通信技術を用いて人と車両と道路を結び、

交通事故や渋滞などの道路交通問題の解決をはかる新しい交通システム。 

 

LAN 

Local Area Network の略。企業内、ビル内、事業所内等の狭い空間においてコンピュー

タやプリンタ等の機器を接続するネットワーク。 

 

SNS 

Social Networking Service（Site）の略。インターネット上で友人を紹介しあって、

個人間の交流を支援するサービス（サイト）。 

 

Wi-Fi 

無線 LAN の標準規格である「IEEE 802.11a/b/g/n」の消費者への認知を深めるため、

業界団体の WECA（現：Wi-Fi Alliance）が名付けたブランド名。 

 

 


